
令和05年度 公益目的事業の実行体制

◆学会目的に立脚した公益事業とその事業を担う組織  （定款第4条より）

・研究成果の公開

・人材教育

・研究の奨励
及び業績の表彰

公2 評価・試験法の標準化と普及を行う事業

・評価試験法
の標準化と普及

公3 地域における学術の振興と普及を行う事業

・地域における学術
の振興と普及

公4 学術専門分野の活性化事業

・学術専門部会
の活性化

年会実行委員会
・第61回（高知工科大学開催）

・第62回（山形大学開催）

会学会賞等選考委員会

企画・部会統括委員会
・教本改定委員会

オレオ誌編集委員会

JOS編集委員会

規格試験法委員会
・試験法企画小委員会
・英文試験法小委員会
・界面試験法小委員会

支 部
・関東支部
・東海支部
・関西支部

専 門 部 会
・オレオマテリアル部会
・界面科学部会
・洗浄・洗剤部会
・ライフサイエンス・産業技術部会
・オレオナノサイエンス部会
・マスターズクラブ

名誉会員・フェロー推戴
功績賞推薦委員会

年会改革推進委員会
年会企画運営委員会

公1 研究成果の公開、人材教育、研究の奨励及び業績の表彰を行う事業

◆学会目的 本会は，油脂・脂質，界面活性剤及びこれらの関連物質に関する
科学と技術の進歩を図り，産業の発展と生活の向上に寄与することを

目的とする （定款第3条）。

若 手 の 会

特別委員会
・役員等候補者推薦委員会
・学術専門委員会
・70周年記念事業準備委員会（JOS WCOS記念特集号発刊）


